
野鳥の飼育や卵の採取は

法律(※)で禁止されています

(※)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

すでに卵が産まれている巣を撤去することは、上記の法律により禁止されています。

邪魔であっても、ヒナが巣立つまで、そのままにしておきましょう。

ここに展示してある巣は、すでに子育てが終わったものであり、2 度と使われることはありません。

また、卵は落ちて割れていたり、時間が経過して孵ることがないのを確認したうえで

営巣時期が過ぎてから採取したものです。


